
 

福島県再生可能エネルギー導入等による防災拠点支援事業 

（民間施設支援事業）補助金交付要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 県は、再生可能エネルギー等を活用した災害に強い自立・分散型エネルギーシステム

の導入を支援し、もって地球温暖化対策の促進を図るため、県内の事業者に対し、福島県補

助金等の交付等に関する規則（昭和４５年福島県規則第１０７号。以下「規則」という。）

及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。 

 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、次のとおりとする。 

(1) 防災拠点となり得る施設 

「防災拠点となり得る施設」とは、地域住民を始めとした不特定多数の人が利用するな

ど災害時において地域の防災拠点となり得る施設であって、別に定める施設をいう。 

(2) 再生可能エネルギー等 

「再生可能エネルギー等」とは、太陽光、風力等の再生可能エネルギー及び蓄電池等再

生可能エネルギーに付帯するものであって、別に定めるものをいう。 

(3) 県内の事業者 

「県内の事業者」とは、県内に事業所を置き事業活動を行っている事業者(以下｢事業者｣

という。)をいう。 

 

（補助金の交付対象者） 

第３条 補助金の交付対象者は、県内に防災拠点となり得る施設を所有している者とする。 

 

（補助金の交付の対象） 

第４条 補助金の交付の対象となる事業は、防災拠点となり得る施設に、災害時等におい

て防災拠点として必要とされる最低限の機能を維持するために必要な再生可能エネルギー等

設備の新たな設置、更新又は増設を行う事業とする。 

ただし、以下に掲げるものを除く。 

(1) 中古品の設置、修繕その他これらに類するもの。 

(2) 既に設置工事に着手しているもの。 

(3) 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法（平成２３年法

律第１０８号）第４条に基づき電気事業者に対し再生可能エネルギー電気を供給するも

の。 

(4) この要綱又は福島県再生可能エネルギー導入等による防災拠点支援事業（大規模民間



施設支援事業）補助金交付要綱により既に補助金を受けているもの。 

 

（補助事業対象経費及び補助額） 

第５条 補助事業の対象となる経費は、事業者が防災拠点となり得る施設に再生可能エネルギ

ー等を導入する事業（以下「補助事業」という。）を行う場合に、当該補助事業に要する別

表第１に掲げる経費のうち知事が適当と認める経費（以下「補助対象経費」という。）とす

る。 

ただし、消費税及び地方消費税は補助対象経費としない。 

また、利益等排除に該当する事業者に係る補助対象経費については、利益等排除後の金額

をもって、補助対象経費とする。 

２ 補助額は、補助対象経費から寄附金その他の収入の額を控除した額に別表第２に定め

る補助率を乗じた額（算出された額に１，０００ 円未満の端数が生じた場合には、

これを切り捨てるものとする。）とする。 

 

 （補助金の交付申請） 

第６条 規則第４条第１項の申請書は、民間施設支援事業補助金交付申請書（様式第１号）に

よるものとし、その提出期限は、知事が別に定める日とする。 

２ 申請書及び申請書に添付すべき書類の部数は、１部とする。（以下の規定による提

出書類についても同じ。） 

３ 補助事業を行う事業者（以下「補助事業者」という。）は、前項の補助金の申請に当

たっては、当該補助金に係る消費税及び地方消費税を減額して交付申請しなければならな

い。 

４ 補助事業者は、前項の補助金の申請に当たっては、自身又は財務諸表等の用語、様式及び

作成方法に関する規則（昭和３８年大蔵省令第５９号）第８条第３項に規定する親会社及び

子会社、同条第５項に規定する関連会社並びに同条第８項に規定する関係会社から調達を受

けることによって補助事業を実施しようとする場合（他の会社を経由した場合、いわゆる下

請会社の場合も含む）は、別に定めるところにより利益等排除を行った上で交付申請しなけ

ればならない。 

 

 （補助金の交付の条件） 

第７条 規則第６条第１項第１号に規定する別に定める軽微な変更とは、別表１に掲

げる各経費区分相互間において、いずれか低い額の２０％以内の変更である場合を

いう。 

２ 規則第６条第１項第５号に規定する別に定める事項は、次のとおりとする。 

(1) 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律第１７９

号）、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和３０年政令第



２５５号）、国交付要綱及び国実施要領の定めに従うべきこと。 

(2) 規則及びこの要綱の定めに従うべきこと。 

 

（変更の承認申請） 

第８条 補助事業者は、規則第６条第１項第１号又は第２号の規定に基づき知事の承

認を受けようとする場合は、民間施設支援事業変更（中止・廃止）承認申請書（様

式第２号）を提出しなければならない。 

 

 （申請を取り下げることができる期日） 

第９条 規則第８条第１項に規定する別に定める期日は、交付決定の通知を受領した

日から起算して１５日を経過した日とする。 

 

  （概算払） 

第１０条 知事は、必要があると認めるときは、この要綱に定める補助金について概算払いの

方法により交付することができる。 

２ 補助事業者は、前項の規定に基づき補助金の概算払いを受けようとするときは、民間施設

支援事業補助金概算払請求書（様式第３号）を知事に提出しなければならない。 

 

 （状況報告） 

第１１条 知事は、補助事業者に対し規則第１１条の規定による状況報告を、民間施

設支援事業実施状況報告書（様式第４号）により必要に応じて求めるものとする。 

 

  （完了報告） 

第１２条 補助事業者は、当該事業が完了したときには、速やかに民間施設支援事業完了報告

書（様式第５号）を提出しなければならない。 

 

 （実績報告） 

第１３条 規則第１３条の規定による実績報告は、民間施設支援事業実績報告書（様式第６号）

に別に定める書類を添えて、事業完了の日（事業の廃止について知事の承認を受けた場合に

おいては、承認を受けた日）から起算して３０日を経過した日、又は補助金の交付決定があ

った日の属する年度の３月３１日（補助金を全額概算払いにより交付を受けた場合には、当

該年度の翌年度の４月２０日）のいずれか早い日までに行なわなければならない。 

 

（補助金の交付請求） 

第１４条 補助事業者は、補助事業完了後に、民間施設支援事業補助金交付請求書（様

式第７号）により補助金の交付を請求するものとする。 



  ただし、全額概算払いにより補助金の交付を受けた場合は、この限りではない。 

 

 （財産処分の制限） 

第１５条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した、取得価格又

は効用の増加価格が単価５０万円を超える機械器具、備品及びその他重要な財産（以

下「処分制限財産」という。）を、知事の承認を受けないで、補助金の交付の目的

に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄し

てはならない。ただし、補助事業者が規則第６条第１項第４号の規定による条件に

基づき補助金の全部に相当する金額を県に納付した場合、又は減価償却資産の耐用

年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）で定める期間（以下「処分制

限期間」という。）を経過した場合は、この限りではない。 

２ 補助事業者は、処分制限財産について、取得財産管理台帳兼取得財産明細書（様

式第８号）により記帳整理し、処分制限期間内備えて置かなければならない。 

３ 補助事業者は、補助事業の完了後においても補助事業により取得し、又は効用の増加した

財産については、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従っ

て、その効率的な運営を図らなければならない。 

４ 補助事業者は、第１項の規定により処分制限財産の処分の承認を受けようとする

ときは、あらかじめ取得財産処分承認申請書（様式第９号）を知事に提出しなけれ

ばならない。 

５ 知事は、処分制限財産の処分により補助事業者に収入があったと認めるときは、

その収入に相当する補助金額の全部又は一部を県に返還させることができる。 

 

 （会計帳簿の整備等） 

第１６条 補助事業者は、当該補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を整え、かつ、

当該収入及び支出についての証拠書類を整理保管し、補助事業の完了した日の属する会計年

度の翌年度から起算して５年間保存しなければならない。 

 

（補則） 

第１７条 この要綱に定めるもののほか、補助金の取扱いに関し必要な事項は別に定める。 

 

      附 則 

この要綱は、平成２４年５月２２日から施行し、平成２４年度分の補助金から適用する。 

      附 則 

この要綱は、平成２４年９月３日から施行する。 

      附 則 

この要綱は、平成２５年５月１日から施行する。 



      附 則 

この要綱は、平成２６年５月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２７年４月１日から施行し、平成２４年度分の補助金から適用する。



別表第１ 

補助対象経費 

 

経費区分 内 容 

① 機械器具費 事業を行うために直接必要な建築用、運搬用その他工事用機

械器具の購入、借料、運搬、片付け、撤去、修繕及び製作に

要する経費 

② 本工事費 （直接工事費） 

材料費 

 

 

 

労務費 

 

 

直接経費 

 

（間接工事費） 

共通仮設費 

 

 

 

現場管理費 

 

 

 

一般管理費 

 

事業を行うために直接必要な材料の購

入費（これに要する運搬費、保管料も

含む） 

 

事業を行うために直接必要な労務者に

対する賃金等の人件費 

 

特許権使用料、水道・光熱・電力料、

機械経費 

 

器具の運搬・移動、準備後片付け整地、

機械の設置・撤去、技術管理、交通の

管理・安全施設に要する経費 

 

請負業者が事業を行うために直接必要

な現場経費（労務管理費、水道光熱費、

消耗品費、通信交通費その他） 

 

請負業者が事業を行うために直接必要

な経費（法定福利費、修繕維持費、事

務用品費、通信交通費） 

 

③ 付帯工事費 工事費に付随する直接必要な工事に要する必要最小限度の範

囲で積算 

 

注１ 他から転用が可能と認められる機械設備等の経費は、補助対象経費とはならない。 

２ 消費税及び地方消費税相当分は補助対象経費とはならない。 



別表第２ 

 

補助率 

 

補 助 率 
１／２以内(※１) 

１／３以内(※２) 

ただし、一の施設の補助対象経費の上限は、６０，０００千円とする。 

また、一の施設の補助対象経費の下限は３，０００千円とする。 

 

※１ 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律（平成２

３年法律第４０号）第２条第２項に規定する特定被災地方公共団体（以下「特定

被災地方公共団体」という）である市町村の区域内で実施する事業（得られた電

気等を専ら自らの施設において消費する場合に限る。） 

※２ 特定被災地方公共団体以外の市町村の区域内で実施する事業（得られた電気等

を専ら自らの施設において消費する場合に限る。） 

 


